
平成 20 年 9 月 12 日 
 

IC カード「ニモカ」車載器の誤操作による運賃の過収受について 

 
 

西日本鉄道㈱では、IC カード「ニモカ」で一般路線バスをご利用いただいた際の運賃収

受につきまして、誤った機器操作により、運賃を多く引き去る事象が発生していたことが判

明いたしましたので、お知らせいたします。 
ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 
詳細は下記の通りです。 
 

記 
 
概  要 IC カードにてお客さまから運賃を収受する際には、車内に設置した

IC 車載器の読み取り部にタッチしていただくようお願いしております

が、タッチが不十分等の場合は IC 車載器が正確に読み取れず、エ

ラーが発生します。この際、音声案内と IC 車載器画面表示にてお客

様に再タッチをお願いし、読み取りが完了すれば正常な運賃収受が

行われますが、乗務員が手入力にて誤ったボタン操作を行ってしま

った結果、運賃を二重に引き去ってしまう事象が発生いたしました。 
 
判明の経緯 平成 20 年 9 月 11 日、首都圏のバス事業者が導入する IC カードに

おいて運賃過収受の事実が判明しました。弊社 IC カード「ニモカ」も

首都圏バス事業者と同種のシステムを使用していることから、本年 5
月の IC カード導入以降の取扱実績を調査したところ、本事象の発生

が判明したものです。 
 
過収受の件数等 対 象 期 間  平成 20 年 5 月 18 日～平成 20 年 9 月 10 日 

取扱総件数  377,425 件 
過収受件数  24 件 
過収受総額  5,610 円（1 件平均･･･約 234 円） 

 
原  因 乗務員に対し、IC 車載器の読み取りエラー発生時における正規取

扱い方法の指導教育が周知徹底できていなかったことによる誤操作

が原因です。 
 
 
 
 



 
お客さまへの対応 ○ 西鉄グループホームページ（http://www.nishitetsu.co.jp/）、ニモカ

ホームページ（http://www.nimoca.jp/）、バス停にお知らせを掲出

いたします。 
 ○ 個人が特定できるカード（スターnimoca、クレジット nimoca、鉄道

定期券が搭載された nimoca、合計 22 件）につきましては、直接お

客さまにご連絡し、過収受分の返金を行います。 
 ○ 個人が特定できないカード（nimoca、合計 2 件）につきましては、カ

ード番号（一部）を公開し、お申し出いただいたお客さまのカード

を確認でき次第返金いたします。 
■個人が特定できないカード番号の明細 

カード番号 ご利用日 過収受額 

NR***********1849 6 月 30 日 100 円 

NR***********3506 7 月 28 日 180 円 

※カード番号の一部は表示いたしておりません。ご了承ください。 
  ※お心当たりのお客さまは、下記までお問い合わせ願います。 

受付窓口 西鉄那珂川自動車営業所（℡092-952-2110） 
受付時間 10:00～17:00 

 
再発防止策 ○ 乗務員に対し、IC 車載器の操作手順書に則した正規取扱い方法

の再確認・徹底を図るため、関係事業所に通達を発信するととも

に、点呼時や研修時に正規手順の指導を徹底してまいります。 
 ○ 今回のような誤操作による運賃過収受を防ぐプログラムを導入予

定です。（10 月末までに完了予定） 


